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今こそ、生きる権利を市民の手で！
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上村上村和子和子
緑
を
守
れ
…
…

市
民
か
ら
2
つ
の
陳
情

3
月
議
会
に
、
こ
れ
か
ら
の
国
立
の
町
づ
く
り

を
考
え
る
う
え
で
大
切
と
思
わ
れ
る
2
つ
の
陳
情

が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

1
つ
は
「
国
立
市
城
山
南
土
地
区
画
整
理
を
見

直
し
谷
保
の
里
山
の
原
風
景
を
守
る
こ
と
を
求
め

る
陳
情
」
で
す
。
あ
と
1
つ
は
「
く
に
た
ち
の
緑

の
維
持
・
保
全
及
び
回
復
に
関
す
る
陳
情
」
で
す
。

前
者
は
、
城
山
の
南
（
ヤ
ク
ル
ト
研
究
所
の
東

一
帯
）
で
区
画
整
理
事
業
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て

お
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
谷
保
の
原
風
景
が
失
わ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
危
機
を
感
じ
て
の

陳
情
で
す
。
趣
旨
採
択
さ
れ
ま
し
た
（
私
も
趣
旨

採
択
）。

後
者
は
、「
国
立
市

緑
の
基
本
計
画
」（
03

年
策
定
）
の
見
直
し
の

年
を
迎
え
る
の
を
契
機

に
、
計
画
の
実
現
に
向

け
た
実
行
計
画
の
策
定

等
を
求
め
る
陳
情
で
す
。
こ
ち
ら
は
採
択
さ
れ
ま

し
た
（
私
も
採
択
）。

南
部
計
画
と
緑
の
計
画
、

策
定
の
時
期

折
り
し
も
国
立
市
で
は
、「
国
立
市
南
部
地
域

整
備
基
本
計
画
」
の
策
定
に
取
り
組
も
う
と
し
て

い
ま
す
。
84
年
策
定
の
「
国
立
市
南
部
地
域
開
発

整
備
基
本
計
画
」か
ら
20
年
以
上
が
経
っ
た
た
め
、

新
た
な
計
画
を
作
ろ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
09
年

の
計
画
決
定
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
陳
情

で
も
指
摘
の
あ
っ
た
03
年
策
定
の
「
国
立
市
緑
の

基
本
計
画
」（
計
画
期
間
22
年
度
ま
で
の
20
年
間
）

で
い
う
「
概
ね
5
年
ご
と
の
再
検
討
」
の
時
期
を

迎
え
て
い
ま
す
。
国
立
市
を
い
か
に
緑
豊
か
な
住

み
よ
い
町
に
し
て
い
く
か
、
と
り
わ
け
南
部
地
域

を
ど
う
し
て
い
く
か
が
国
立
市
政
の
大
き
な
課
題

に
な
っ
て
い
ま
す
。

市
長
も
、

自
然
環
境
を
守
り
た
い
…
、と

3
月
議
会
で
私
は
、
農
地
と
緑
を
守
る
た
め
の

施
策
の
重
要
性
を
訴
え
、
個
人
で
は
相
続
な
ど
で

維
持
が
困
難
に
な
っ
た
生
産
緑
地
を
市
が
買
い
取

る
よ
う
提
案
し
、
市
長
か
ら
「
私
も
谷
保
の
自
然

環
境
を
ぜ
ひ
守
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
…
…
城

山
の
と
こ
ろ
は
、
区
画
整
理
組
合
が
設
立
に
動
い

て
い
る
け
れ
ど
も
、
何
と
か
あ
の
状
態
を
残
し
た

い
と
い
う
思
い
は
強
く
あ
る
。
…
…
制
度
的
に
財

政
的
に
も
ど
う
い
う
形
が
い
い
の
か
検
討
し
て
い

き
た
い
」
と
の
回
答
を
得
ま
し
た
。

市
内
の
農
地
や
緑
を
保
存
す
る
う
え
で
、
農
業

を
行
っ
て
い
る
人
や
志
し
て
い
る
人
、
ま
た
、
現

在
農
地
を
保
有
し
て
い
る
人
々
の
悩
み
に
行
政
が

適
切
に
対
処
し
て
い
く
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
だ

と
私
は
考
え
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
進
行
中
の
区
画
整
理

に
と
り
あ
え
ず
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
る
こ
と
、
そ
の

う
え
で
、
市
と
し
て
何
が
で
き
る
か
、
制
度
や
税

制
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
調
査
研
究
し
、
他
市
の

実
例
に
も
学
び
な
が
ら
知
恵
を
絞
っ
て
対
策
を
講

じ
、
関
係
者
や
市
民
の
協
力
を
求
め
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
し
ょ
う
。

厳しい状況にある国立の農業だが…

 1957 年  2003 年
農地面積 323 ha → 79 ha
農  家 442 戸 → 143 戸
※農家の抱える問題
  ・担い手の高齢化、後継者難
  ・宅地化等による農作業環境の悪化
  ・税負担の重さ
  ・農業の収益性の低さ

【市のアンケート調査から】
一般市民の 95％
  ・農地を残してほしい
  ・生産緑地だけでも残してほしい
  ・市内で生産された農作物を食べたい

ご
案
内

ご
案
内

５
月
31
日（
土
）午
後
１
時
半
〜

谷
保
の
農
業
再
生
を
目
指
し
て

生
産
緑
地
買
取
り
を
提
案

城山南の農業用地

12
月
議
会
で
採
択
さ
れ
た
中
国
帰
国
者

の
会
会
長
鈴
木
則
子
さ
ん
か
ら
の「
中
国

残
留
邦
人
新
支
援
に
関
す
る
陳
情
」に
基

づ
き
、
支
援
相
談
員
に
帰
国
二
世
の
方

を
採
用
す
る
予
算
が
組
ま
れ
ま
し
た
。



―上村（うえ
むら）和子・市議会レポート No.37

［2］

大
学
通
り
に
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
て
た
明
和

地
所
が
、
そ
の
建
設
計
画
を
変
更
さ
せ
よ
う
と
し

た
国
立
市
を
営
業
妨
害
で
訴
え
て
い
た
「
明
和
マ

ン
シ
ョ
ン
裁
判
」
の
最
高
裁
判
決
が
3
月
11
日
に

出
さ
れ
ま
し
た
。「
国
立
市
の
補
助
参
加
人
が
申

し
立
て
て
い
た
上
告
を
棄
却
す
る
」
と
い
う
も
の

で
す
。

こ
の
結
果
、
05
年
12
月
19
日
の
東
京
高
裁
の
判

決
が
確
定
し
、国
立
市
は
明
和
地
所
に
対
し
、賠
償

金
と
そ
の
利
息
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

市
は
そ
の
支
払
い
の
た
め
の
補
正
予
算
案
を
３

月
26
日
に
市
議
会
に
提
出
、
議
会
の
可
決
（
私
も

賛
成
）
を
受
け
て
、
3
月
27
日
に
約
３
１
２
４
万

円
の
支
払
い
を
実
施
し
ま
し
た
。

こ
の
裁
判
の
経
過
は
【
資
料
1
】、こ
の
裁
判
の

関
係
で
国
立
市
が
支
払
っ
た
お
金
は
【
資
料
2
】、

東
京
高
裁
の
判
決
の
あ
ら
ま
し
は
【
資
料
3
】
の

通
り
で
す
。

上
告
を
取
り
下
げ
な
か
っ
た
責
任
…
…

就
任
後
の
利
息
は
市
長
、副
市
長
が
負
担

な
お
、
関
口
市
長
と
長
嶋
副
市
長
は
、
そ
の
就

任
時
に
上
告
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
取
り
下
げ
な
か
っ
た
、
そ
の
た
め
に

利
息
を
余
分
に
支
払
う
必
要
が
生
じ
た
と
い
う
こ

と
で
、
就
任
時
以
降
に
発
生
し
た
利
息
に
つ
い
て

個
人
で
負
担
す
る
と
の
意
思
を
示
し
ま
し
た
。
そ

し
て
、
そ
の
た
め
「
市
長
等
の
給
料
の
特
例
に
関

す
る
条
例
案
」（
4
、
5
月
の
市
長
の
給
料
を
40

％
、
副
市
長
の
給
料
を
25
％
減
額
す
る
と
い
う
内

容
）
を
3
月
議
会
に
提
出
、可
決
さ
れ
ま
し
た
（
私

も
賛
成
）。

ま
た
、上
原
前
市
長
は
、最
高
裁
判
決
を
受
け
て
、

「
私
は
賠
償
金
に
つ
い
て
0
円
に
す
る
よ
う
努
力

し
て
き
ま
し
た
が
、
結
果
に
お
い
て
２
５
０
０
万

円
の
支
払
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
き

ま
し
て
は
、
国
立
市
並
び
に
国
立
市
民
の
皆
様
に

深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
」
と
い
う
文
書
を
、

3
月
26
日
に
市
議
会
に
提
出
し
ま
し
た
。

問
題
は
ま
だ
終
わ
ら
な
い
…
…

市
議
会
が
調
査
特
別
委
員
会
を
設
置

本
件
に
つ
い
て
は
、
05
年
12
月
19
日
の
東
京
高

裁
判
決
を
受
け
て
、市
議
会
が「
国
立
市
は
上
告
し

な
い
」こ
と
を
議
決（
12
月
27
日
の
臨
時
議
会
）、そ

の
議
決
に
よ
り
国
立
市
も
上
告
を
断
念
、
賠
償
金

を
支
払
う
用
意
を
し
て
い
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
第
一
審
判
決
で
参
加
が
認
め
ら
れ

て
い
た
補
助
参
加
人
が
第
二
審
判
決
を
受
け
て
上

告
、
国
立
市
も
そ
の
ま
ま
に
し
て
き
ま
し
た
（
上

告
を
取
り
下
げ
賠
償
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
た

の
で
す
が
そ
れ
を
せ
ず
に
）。

結
果
と
し
て
、支
払
い
賠
償
金
の
額
は
同
じ
で
す

が
、
利
息
の
支
払
い
が
お
よ
そ
２
７
８
万
円
増
加

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
【
資
料
4
】。

こ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
、
市
議
会
で

は
調
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
①
補

助
参
加
人
が
参
加
し
た
経
過
、
②
上
告

し
た
経
過
、
③
損
害
賠
償
金
を
公
費
で

支
払
う
根
拠
、
④
利
息
を
公
金
で
支
払

え
る
根
拠
等
に
つ
い
て
調
査
検
討
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

最
高
裁
判
決
で

市
が
賠
償
金
と
そ
の
利
息
三
千
百
万
円
を
支
払
う

【資料 4】

第二審判決後、2006 年 1 月 5日に支払っていた場合の利息
　　　　　　　　　　　　　　　 .....................................  約 346 万円
最終（2008 年 3 月 27 日）的に支払った利息　 .........  約 624 万円
差額 　 ................................................................................................  約 278 万円

【資料 1】明和マンション裁判の経緯
2000. 2.24 明和地所、東京地裁に、国立市を相手取り、「地区計

画条例無効確認請求」を行う。

3. 9 明和地所、相手方に国立市長を追加。

2001. 4.25 明和地所、国立市及び国立市長に対し、損害賠償請求
（営業妨害等）を行う。
  ↓
口頭弁論の過程で、上記 3つの訴えはまとめて審議さ
れることになる。

8. 2 国立市、裁判所に補助参加人を加える申請を提出。

2002. 2.14 第一審（東京地裁）判決
①国立市は 3億 5,000 万円支払え（条例制定による
業務妨害等）。
②国立市は 5,000 万円支払え（市長の違反建築物発
言等）。

③補助参加人を認める。

2.27 国立市控訴。

2.28 明和地所も控訴。

2005.12.19 第二審（東京高裁）判決
 国立市は 2,500 万円支払え。

12.27 国立市議会、市の上告案を否決。

2006. 1. 4 補助参加人 5名が上告。

1. 5 国立市、市議会での上告案否決を受け、損害賠償金を
支払う用意をしていたが、補助参加人の上告を知り、
支払わず。

2008. 3.11 最高裁、上告棄却の決定。

3.26 国立市、市議会に補正予算案を提出。賠償金とその利
息 31,254,000 円を計上。議会が可決。

明
和
マ
ン
シ
ョ
ン
裁
判

【資料 3】東京高裁判決（2005.12.19）の要旨
判決主文 1 明和地所の「地区計画及び条例（建物の高さを 20 m以下に規制す

る計画及び条例）は無効」とする訴えを棄却する。

 2 国立市は、明和地所に対し、2,500 万円と、2003 年 4 月 1 日から
支払い日までの利息（年利 5%）を支払え。

判決理由（主文 2に関して）

 国立市の以下①～④の行為は、全体としてみれば、明和マンションの建築・
販売などの営業を妨害する行為で、地方公共団体およびその首長に要請される
中立性・公平性を逸脱している→損害額 1,500 万円

 また、③、④の行為により、明和地所の信用を毀損した→損害額 1,000 万円

①市長がマンション反対集会出席者に対し、マンションの建築計画があること
を話し、マンション反対運動が発生したこと。

②市が、当初明和マンションに関する具体的指導を行わなかったが、市長の強
い意向もあって、地区計画決定及び条例制定に方策変更したこと。

③市長が、市議会において、明和マンションが違法建築である旨、答弁した
こと。

④市長が、明和マンションの検査済証を交付したことについて東京都建築主事
に抗議し、東京都知事に電気・ガス及び水道の供給承諾を留保するよう働き
かけたこと、これが広く報道されたこと。

【資料 2】 明和マンション裁判に
 国立市が払ったお金
損害賠償金 2,500 万円

   利息 624 万円※

（小計） （3,124 万円）

弁護士費用（一審） 311 万円

     （二審） 3,608 万円

（小計） （3,919 万円）

合  計 7,042 万円※※

 ※ 利息のうち、76 万円を関口市長が、41
万円を長嶋副市長が負担。

※※ 数字は端数を四捨五入した概数。他に
印紙税等の負担がある。

谷保を流れる府中用水。
城山南土地区画整理の中では、暗渠
にされる予定となっている。
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当
事
者
枠
が
不
足
、
教
委
の
責
任
で
教

育
構
想
を
作
る
べ
き
↓
条
例
案
×

保
護
者
枠
が
3
名
以
内
は
、
市
内
小
学
校
8

校
、
中
学
校
3
校
の
地
域
性
・
年
齢
の
違
い
を
考

慮
す
る
と
少
な
く
、
教
員
枠
も
な
い
。
地
域
教
育

関
係
者
は
民
生
児
童
委
員
育
成
会
な
ど
3
名
以
内

だ
が
、
私
立
学
校
、
自
主
学
校
（
フ
リ
ー
ス
ク
ー

ル
）
な
ど
柔
軟
に
考
え
る
べ
き
。
ま
ず
は
教
育
委

員
5
名
で
し
っ
か
り
議
論
し
、
各
関
係
者
（
こ
ど

も
・
保
護
者
・
地
域
・
校
長
・
教
員
等
）
の
声
を

聞
き
、
教
育
委
員
会
の
責
任
で
教
育
構
想
を
作
り

あ
げ
る
こ
と
が
必
要
と
発
言
し
反
対
し
た
。

相
談
・
救
済
・
審
議
の
仕
組
み
な
く
不

十
分
↓
条
例
案
×

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す
る
国
立
市
の
条

例
は
こ
れ
1
本
し
か
な
く
、
相
談
・
救
済
・
審
議

の
仕
組
み
を
盛
り
込
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
市
独
自
で
出
来
る
納
期
・
延
滞
金
・
減

免
・
罰
則
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
声
を
反
映
で
き

る
仕
組
み
が
な
い
。
払
え
な
い
人
に
対
す
る
相
談

体
制
が
必
要
。
当
事
者
だ
け
で
な
く
、
医
療
関
係

者
、
広
域
連
合
組
合
か
ら
も
来
て
も
ら
う
こ
と
が

必
要
。
こ
の
条
例
は
不
充
分
と
反
対
。

公
聴
会
を
開
い
て
決
め
る
べ
き
と
の
修

正
案
は
妥
当
↓
退
席

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
拠
出
金
の
必
要
が

生
じ
た
こ
と
に
伴
い
国
保
税
の
基
準
を
改
正
し
た

い
と
い
う
提
案
。
税
率
等
は
変
わ
ら
な
い
が
、
課

税
限
度
額
（
上
限
年
税
額
）
を
59
万
円
か
ら
68
万

円
に
引
き
上
げ
る
。
こ
れ
に
対
し
議
会
は
値
上
げ

で
あ
り
公
聴
会
を
開
い
て
決
め
る
べ
き
と
の
立
場

か
ら
、
従
来
限
度
の
ま
ま
と
す
る
修
正
案
を
提
出

し
可
決
。
私
は
1
月
22
日
開
催
の
国
民
健
康
保
険

運
営
協
議
会
の
席
で
は
市
案
に
賛
成
。
し
か
し
議

会
の
修
正
案
が
妥
当
と
思
い
退
席
。

評
価
で
き
る
点
も
あ
る
が
、
問
題
点
多

い
↓
一
般
会
計
予
算
案
×

【
評
価
で
き
る
点
】
虚
小
・
中
学
校
の
耐
震
工

事
、
保
育
園
の
耐
震
診
断
を
前
倒
し
実
施
。

許
陳
情
に
基
づ
き
、
在
日
外
国
人
の
無
年
金
の

方
た
ち
へ
の
月
1
万
5
千
円
の
助
成
制
度
を
市
単

独
で
新
設
。

距
陳
情
に
基
づ
き
、
中
国
残
留
邦
人
新
支
援
法

に
基
づ
く
支
援
相
談
員
に
二
世
の
方
を
採
用
。

【
問
題
点
】

虚
介
助
者
が
い
な
い
と
い
う
緊
急
要
望
書
が
出

さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
唯
一
あ
っ
た
2
級
ヘ

ル
パ
ー
研
修
受
講
助
成
事
業
を
打
ち
切
っ
た
こ
と

は
重
大
。
早
急
に
復
活
を
（
福
祉
部
長
は
検
討
す

る
と
返
答
）。

許
国
立
駅
周
辺
町
づ
く
り
協
議
資
料
作
成
委
託

料
３
７
０
万
円
は
、
Ｊ
Ｒ
と
の
協
議
に
お
い
て
有

効
な
資
料
作
成
の
た
め
と
い
う
が
、
00
年
か
ら
約

2
千
万
円
以
上
か
け
て
外
部
委
託
し
て
も
い
ま
だ

に
確
固
た
る
事
業
・
資
金
計
画
を
示
さ
な
い
ま
ま

基
本
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
は
問
題
。
新
国
立
駅

南
口
駅
前
広
場
は
、
歩
行
空
間
の
確
保
が
優
先
と

し
な
が
ら
、
旧
駅
舎
が
あ
る
場
合
と
な
い
場
合
と

の
歩
行
者
動
線
へ
の
影
響
の
検
討
も
せ
ず
、ま
た
、

議
会
の
確
認
を
一
度
も
と
ら
ず
に
、
旧
駅
舎
活
用

前
提
で
基
本
計
画
案
を
作
っ
た
こ
と
は
問
題
。「
駅

前
広
場
を
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
」
と
の
市
民
の

声
を
無
視
し
た
こ
と
も
問
題
。

距
07
年
4
月
1
日
現
在
、
市
の
正
職
員
４
５
５

名
、
非
正
規
嘱
託
員
は
３
８
１
名
。
嘱
託
員
の
約

80
％
は
女
性
で
、
保
育
園
・
学
童
・
学
校
事
務
・
学

校
司
書
な
ど
、
子
ど
も
に
か
か
わ
る
大
切
な
職
場

で
働
く
。
私
の
提
案
で
実
施
さ
れ
た
嘱
託
員
に
対

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
回
答
者
の
35
％
超
が
仕

事
内
容
や
職
場
環
境
に
問
題
あ
り
と
し
て
い
る
。

単
価
が
最
も
安
い
学
校
用
務
員
さ
ん
に
代
表
さ
れ

る
職
種
で
は
80
％
の
方
が
賃
金
額
は
妥
当
で
な
い

と
回
答
。
市
役
所
の
仕
事
は
住
民
の
命
と
暮
ら
し

に
直
接
か
か
わ
る
。
定
員
管
理
計
画
を
根
本
的
に

見
直
し
、
本
当
の
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
と
は
何

か
を
考
え
る
べ
き
。

番 号 件     名 議決
結果

上村
賛否

第 1 号議案 専決処分事項の報告及び承認について 承認 ○

第 2 号議案 国立市学校教育構想審議委員会条例案 否決 ×
※ 1

第 3 号議案 国立市後期高齢者医療に関する条例案 可決 ×
※ 2

第 4 号 ～
第 12 号議案 各種市条例の一部改正案（国立市組織条例その他） 可決 ○

第 13 号議案 国立市国民健康保険税条例の一部を改正する条
例案

修正
可決

退席
※ 3

第 14 号議案 国立市自転車安全利用促進条例の一部を改正する
条例案 可決 ○

第 15 号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更につ
いて 可決 ○

第 16 号議案 平成 19 年度国立市一般会計補正予算（第 5号）案 可決 ○

第 17 号～
第 20 号議案

平成 19 年度健保・下水道・水道・介護保険特別会計
補正予算案 可決 ○

第 21 号議案 平成 20 年度国立市一般会計予算案 可決 ×
※ 4

第 22 号議案 平成 20 年度国立市国民健康保険特別会計予算案 可決 ×
※ 3

第 23 号議案 平成 20 年度国立市下水道事業特別会計予算案 可決 ×

第 24 号議案 平成 20 年度国立市受託水道事業特別会計予算案 可決 ○

第 25 号議案 平成 20 年度国立市老人保健医療特別会計予算案 可決 ○

第 26 号議案 平成 20 年度国立市介護保険特別会計予算案 可決 ×

第 27 号議案 平成 20年度国立市後期高齢者医療特別会計予算案 可決 ×
※ 2

第 28 号議案 国立市固定資産評価審査委員会委員選任の同意に
ついて 同意 白紙

番 号 件     名 議決
結果

上村
賛否

第 29 号議案 平成 19 年度国立市一般会計補正予算（第 6号）案 可決 ○

第 30 号議案 市長等の給料の特例に関する条例案 可決 ○

議 員 提 出
第 1 号議案

多摩地域の「裁判所支部の本庁化」及び「裁判所八王
子支部の存置」を求める意見書案 可決 ○

議 員 提 出
第 2 号議案「少人数学級」の実施を求める意見書案 否決 ○

議 員 提 出
第 3 号議案 米兵による暴行事件に対する意見書案 可決 ○

議 員 提 出
第 4 号議案 米兵による暴行事件に対する抗議決議案 可決 ○

議 員 提 出
第 5 号議案

環境への放射能放出規制と食品の放射能分析を求
める意見書案 可決 ○

議 員 提 出
第 8 号議案

公共工事における公契約法の制定を求める意見書
案 可決 ○

議 員 提 出
第 9 号議案

離婚後の親子の面接交渉の法制化と支援を求める
意見書案 可決 ○

陳情第 1 号 国立市城山南土地区画整理を見直し谷保の里山の
原風景を守ることを求める陳情

趣旨
採択

趣旨
採択

陳情第 2 号 公共工事における公契約法制定につながる施策を
求める陳情 採択 ○

陳情第 3 号 離婚後の親子の面接交渉の法制化を求める陳情 採択 ○

陳情第 4 号 富士見台二丁目に出店予定のドラッグストアの営
業に関する陳情 採択 ○

陳情第 5 号 くにたちの緑の維持・保全及び回復に関する陳情 採択 ○

陳情第 6 号 環境への放射能放出規制と食品の放射能分析を求
める意見書提出に関する陳情 採択 ○

陳情第 7 号 後期高齢者医療制度を中止・撤回するよう政府に意
見書の提出を求める陳情

不
採択 ○

上村和子の３月議会賛否一覧

P2
参照

P1
参照

P1
参照

※1※2※3※4

P2
参照
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一
般
質
問
で
、
昨
年
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い
る

中
1
丁
目
の
違
法
建
築
に
関
し
、
絶
対
高
さ
10
ｍ

を
完
全
に
超
え
る
よ
う
な
違
法
建
築
は
、
国
立
市

内
に
は
他
に
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
そ

れ
ほ
ど
悪
質
と
い
う
こ
と
で
す
。

昨
年
6
月
議
会
で
近
隣
住
民
か
ら
請
願
が
出
さ

れ
（
趣
旨
採
択
）、9
月
議
会
で
は
多
数
の
賛
成
に

よ
り
、
国
立
市
議
会
と
し
て
都
に
対
し
、
厳
正
な

る
対
応
を
求
め
る
意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

そ
の
時
点
で
は
、
3
月
末
ま
で
に
除
去
す
る
と

い
う
是
正
計
画
を
11
月
中
に
建
主
か
ら
出
さ
せ
る

と
の
こ
と
で
し
た
が
、今
年
2
月
、是
正
計
画
書
の

提
出
を
2
年
間
待
っ
て
ほ
し
い
と
の
嘆
願
書
が
出

さ
れ
、都
も
市
も
受
理
す
る
姿
勢
を
示
し
ま
し
た
。

こ
れ
で
は
、
第
一
種
住
居
専
用
地
域
と
し
て
、

「
絶
対
高
さ
10
ｍ
」
を
守
っ
て
、良
好
な
住
環
境
を

維
持
し
て
き
た
近
隣
住
民
の
努
力
と
思
い
を
踏

み
に
じ
り
、
建
築
行
政
に
対
す
る
信
頼
を
完
全
に

失
墜
さ
せ
る
も
の
で
す
。
議
会
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能

に
も
不
信
を
抱
か
れ
ま
す
。
調
査
を
続
け
て
い
き

ま
す
。

市
長
施
政
方
針
表
明
に
対
す
る
会
派
代
表
質
問

で
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
切
断
継
続
の
意
思
を
市
長
に

確
認
し
ま
し
た
。

市
長
は
、「
国
立
市
が
住
基
ネ
ッ
ト
を
切
断
し
て

い
る
理
由
は
、
住
基
法
36
条
の
2
に
よ
る
も
の
で

す
。
こ
れ
は
、市
民
の
個
人
情
報
が
漏
え
い
す
る
、

棄
損
す
る
と
い
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
は
、
区

市
町
村
の
長
は
そ
の
責
任
を
果
た
す
、
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
文
言
で

す
。（
中
略
）こ
の
ま
ま
住
基
ネ
ッ
ト
を
切
断
し
て

い
き
ま
す
」
と
回
答
し
ま
し
た
。

昨
年
の
市
長
選
で
は
、
住
基
ネ
ッ
ト
切
断
継
続

を
支
持
し
て
一
票
を
投
じ
た
市
民
も
多
い
と
考
え

ま
す
。
元
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
で
あ
る
市
長
に

は
、
杉
並
で
の
裁
判
結
果
を
受
け
て
の
国
や
都
の

指
導
強
化
に
対
し
て
、
毅
然
と
対
応
す
る
よ
う
求

め
ま
す
。

毎
週
火
曜
日
10
時
か
ら
開
か
れ
る
市
長
・
副
市

長
・
部
長
に
よ
る
庁
議
の
公
開
を
求
め
ま
し
た
が
、

市
は
「
検
討
し
な
い
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。

市
政
の
重
要
施
策
の
方
針
を
検
討
・
決
定
す
る

庁
議
の
公
開
は
、
市
政
の
情
報
公
開
と
説
明
責
任

を
果
た
す
う
え
で
極
め
て
重
要
で
す
。国
分
寺
市
・

新
座
市
な
ど
は
既
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

2

2

こ
の
４
月
か
ら
始
ま
っ
た
75
歳
以
上
の
全

て
を
対
象
と
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

制
度
は
、
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
の
と
、

保
険
料
の
確
定
通
知
が
届
く
の
と
が
ほ
ぼ

同
時
期
と
い
う
極
め
て
ひ
ど
い
も
の
で
す
。

私
の
周
り
で
も
、「
予
想
し
て
い
た
よ
り
も

モ
ノ
ス
ゴ
ク
多
く
て
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
」、

「
保
険
料
算
出
の
根
拠
が
判
ら
な
い
」
等
の
怒

り
の
声
が
届
い
て
い
ま
す
。

茨
城
県
医
師
会
は
、
撤
回
運
動
の
展
開
と
、

当
制
度
の
診
療
手
続
き
に
非
協
力
と
の
声
明

を
出
し
ま
し
た
。
国
立
医
師
会
に
も
、
患
者

の
声
を
聞
き
、
制
度
撤
回
を
求
め
る
行
動
を

起
こ
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
ま
す
。


